
第　１条 名　称

第　５条 会　員

役　 員

の任期

第　８条 会　長

規約の

改の正

活　動

手　当

  この会に、次の役員を置く。

　　監　査　　　２名

　　理　事　　若干名　　事務局長　　　１名

　ンポリン運動の普及と発展をはかる事を目的とする。

　　会  長　　　１名　　 　理 事 長　　　１名

会　議第　９条

役　員

第１０条 会　計

第　７条

第　４条

第　６条
専　門
チーム

附　則
　本規約は平成２２年１２月１９日に一部改定する。

第１１条

　本規約は平成１９年　４月　１日より執行する。

  この規約は、理事の過半数の同意をもって改正することができる。

  九州連盟主催行事等に関する活動手当の上限は３，０００円/日とする。第１２条

全 九 州 ト ラ ン ポ リ ン 連 盟 規 約

  　この会は各県協会相互の連絡を図り、協会に共通する問題を処理するとともにトラ

　この会の事務局は、

　この会を全九州トランポリン連盟とする。（以下連盟と呼ぶ）

第　２条 所在地

第　３条 目　的

　会長は会を代表して運営する。

  会計は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

　事務チーム、競技チーム、普及チーム

　役員及び専門チーム構成員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。

  この会の会員は九州地域の各県協会理事長が推薦した者とする。

  この会には役員及び会員で構成された以下の専門チームを置く。

  連盟の経費は、負担金、補助金、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。

　会は出席者の過半数の同意をもって決定する。

　会は毎年１回総会を開催し、この会の重要事項について審議する。


